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(57)【要約】
【課題】充分なエクササイズ効果を得ることができるサ
ンダルを提供する。
【解決手段】サンダル１０を構成する本体１１は、足裏
の足指側を載せる本体前部１２と、足裏の踵側を載せる
本体後部１３とにより構成されている。本体前部１２は
本体後部１３より低くなるように重量バランスが設定さ
れている。本体前部１２の底面には、前後方向において
下に凸曲面となる第１曲面１２ａが形成され、左右方向
において下に凸曲面となる第２曲面が形成されている。
本体後部１３の底部には、後方及び両側方に向かって開
放した凹部１５が形成されている。本体前部１２上には
、足指で挟み付けられる鼻緒１６が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体の後部に踵保持部を設けるとともに、本体の底面を前後方向において凸曲面形状に形
成し、重心を本体の前部に設定したサンダル。
【請求項２】
本体の底面を左右方向において凸曲面形状にした請求項１に記載のサンダル。
【請求項３】
本体の底面を膨らんだ略球面状にした請求項１または２に記載のサンダル。
【請求項４】
前記本体の前部の上面に鼻緒を設け、足の甲を保持するための甲保持部を鼻緒の上端に設
けた請求項１～３のうちのいずれか一項に記載のサンダル。
【請求項５】
足の甲を保持するための甲保持部を前記本体の前部に設けた請求項１～３のうちのいずれ
か一項に記載のサンダル。
【請求項６】
前記甲保持部を本体の左右両端間に掛け渡した請求項５に記載のサンダル。
【請求項７】
前記甲保持部を本体の左右両端から甲の上面側に立ち上げた一対の保持片から構成した請
求項５に記載のサンダル。
【請求項８】
保持片の先端間を連結部により連結した請求項７に記載のサンダル。
【請求項９】
前記連結部を保持片より幅を狭く、厚さを薄くした請求項８に記載のサンダル。
【請求項１０】
前記本体の上面に凹部を形成し、その凹部内に底敷きを着脱可能に嵌合した請求項５～９
のうちのいずれか一項に記載のサンダル。
【請求項１１】
底敷きの前後方向の中央部における上面両側部に凸部を形成した請求項１０に記載のサン
ダル。
【請求項１２】
本体前部の底面には、滑り止め部が設けられている請求項１から請求項１１のうちのいず
れか一項に記載のサンダル。
【請求項１３】
本体後部には踵に掛けられようにしたループを設けた請求項１から請求項１２のいずれか
一項に記載のサンダル。
【請求項１４】
本体の硬度を４４～６０の範囲内にした請求項１～１３のうちのいずれか一項に記載のサ
ンダル。
【請求項１５】
本体の硬度を４７～５３の範囲内にした請求項１～１３のうちのいずれか一項に記載のサ
ンダル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エクササイズ効果により美脚を実現することが可能なサンダルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、エクササイズ効果を狙ったサンダル等が、例えば以下の特許文献のように提案さ
れている。
　特許文献１に記載された構成においては、靴底の底面が前後方向においてラウンド形状
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に形成されている。
【０００３】
　特許文献２に記載された構成においては、履物底が前後方向においてアーク形に形成さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００９－５２８８７９号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１６８６９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記特許文献１及び特許文献２に記載されている従来構成のサンダルにおいては、その
底面が前後方向においてラウンド形状またはアーク形状に形成されているものの、重心が
前後方向の中央部に設定されているため、履いた状態では、通常の靴やサンダルと同様で
あって、充分なエクササイズ効果を得ることが難しかった。
【０００６】
　本発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものである。そ
の目的とするところは、充分なエクササイズ効果を得ることができるサンダルを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明のサンダルは、本体の後部に踵保持部を設けると
ともに、本体の底面を前後方向において凸曲面形状に形成し、重心を本体の前部に設定し
たものである。
【０００８】
　従って、このサンダルによれば、重心が本体の前部に設定されているため、履いた状態
において、つま先立ちに近い状態になりやすくなり、着用者のふくらはぎ等に対して強い
負荷が作用する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のサンダルによれば、着用者に対して強い負荷が作用するため、充分なエクササ
イズ効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態におけるサンダルを示す側面図。
【図２】サンダルを後部の斜め上方から見た状態を示す斜視図。
【図３】サンダルを斜め下方から見た状態を示す斜視図。
【図４】サンダルを示す平面図。
【図５】サンダルの甲保持部の部分における断面図。
【図６】サンダルを左側方から見た状態の断面図。
【図７】サンダルを履いて静止した状態を示す側面図。
【図８】体重を後ろ側にかけた状態を示す側面図。
【図９】図８の状態から体重を少し前に移動させた状態を示す側面図。
【図１０】図９の状態から、さらに前に体重を移動して、蹴り上げる状態を示す側面図。
【図１１】第２実施形態のサンダルを示し、サンダルを後部の斜め上方から見た状態を示
す斜視図。
【図１２】サンダルを斜め上方から見た状態の分解斜視図。
【図１３】サンダルの甲保持部の部分における断面図。
【図１４】サンダルを履いて静止した状態を示す側面図。
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【図１５】図１４の状態から体重を前に移動させた状態を示す側面図。
【図１６】変更例のサンダルを示し、サンダルを後部の斜め上方から見た状態を示す斜視
図。
【図１７】図１６とは異なる変更例のサンダルを示し、サンダルを後部の斜め上方から見
た状態を示す斜視図。
【図１８】さらに異なる変更例のサンダルを示し、サンダルを後部の斜め上方から見た状
態を示す斜視図。
【図１９】図１８のサンダルの甲保持部の部分における断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（第１実施形態）
　以下、サンダルの第１実施形態を図１～図１０に基づいて詳細に説明する。
　図５及び図６に示すように、左右一対のサンダル１０の本体１１は、硬質樹脂で形成さ
れた骨格部１９に軟質樹脂で形成された外被部２０が被覆されて構成され、外被部２０に
より足裏に対する感触を良好にしている。硬質樹脂としては、ポリウレタン樹脂、ポリ塩
化ビニル樹脂、ポリエステル樹脂等の硬質の合成樹脂が用いられる。また、軟質樹脂とし
ては、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）のほか、ポリエチレン系エラストマー
、ポリスチレン系エラストマー等の熱可塑性エラストマー等が用いられる。
【００１２】
　図１及び図２に示すように、１２は足裏の足指側を載せる本体前部、１３は足裏の踵側
を載せる踵保持部としての本体後部を示す。図５及び図６に示すように、前記本体前部１
２の底面１２Ａは前後方向において下方に凸曲面となる第１曲面１２ａと、左右方向にお
いて下方に凸曲面となる第２曲面１２ｂとで構成されている。前記第２曲面１２ｂの曲率
は、第１曲面１２ａの曲率より大きく設定されている。例えば、接地面における第１曲面
１２ａの曲率半径は１００～１５０ｍｍ，第２曲面１２ｂの曲率半径は５０～９０ｍｍの
範囲内が好ましい。そして、このように、第１，第２曲面１２ａ，１２ｂが形成されてい
るため、本体１１の底面１２Ａは膨らんだ略球面状をなしている。
【００１３】
　図１及び図２に示すように、サンダル１０の重心が本体前部１２に設定されている。言
い換えれば、サンダル１０の不使用状態において前記本体前部１２側が本体後部１３側よ
り低くなるようにサンダル１０の重量バランス及び第１曲面１２ａの曲率が設定され、サ
ンダル１０を履いた静止状態のときに体重を本体前部１２側で支えるように構成されてい
る。また、サンダル１０を履いた状態で、サンダル１０の上面が正面視で略水平になるよ
うに重量バランスが設定されている。本体後部１３の上面には、軟質材で平面ほぼ卵形状
に、かつ緩やかな凹状に形成された踵載せ部１４が設けられている。
【００１４】
　図１に示すように、前記本体後部１３の底部には後方及び両側方に向かって開放された
曲線状の凹部１５が形成されている。この凹部１５により、本体後部１３の質量を減少さ
せ、サンダル１０全体の重心，すなわち重量バランスを本体前部１２へ移行させるように
構成されている。
【００１５】
　図１及び図５に示すように、前記本体前部１２の上面には、足指の親指と人差し指で挟
み付けられる鼻緒１６が突出形成されている。この鼻緒１６は、本体前部１２上面におけ
る幅方向中央位置よりも若干内側に位置している。また、鼻緒１６は、後方へ向かって傾
斜するとともに、その断面が前後方向に長い略楕円状に形成されている。このため、親指
と人差し指で挟み付けやすいようになっており、サンダル１０を履いたときに親指と人差
し指で鼻緒１６を安定した状態でしっかり把持できるようになっている。
【００１６】
　図１及び図４に示すように、該鼻緒１６の上端部には、足の甲に当たるようにした甲保
持部１７が後方へ延出形成されている。この甲保持部１７は、足の甲の面に沿う曲面形状
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になっている。なお、甲保持部１７の上面にはメッキによる金属光沢層１８が設けられ、
デザイン性が高められている。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、前記本体前部１２と本体後部１３との間の部位の上面には
、足裏の土踏まずを押圧する突部２１が設けられている。この突部２１は、サンダル１０
を履いたとき土踏まずのほぼ全体に当たるように曲面状に形成されている。
【００１８】
　図３に示すように、前記本体前部１２の底面１２Ａには、床面等との間の滑りを抑制す
る底面長円状の滑り止め部２２が設けられている。この滑り止め部２２は、ポリウレタン
ゴム等の合成ゴム、天然ゴム、熱可塑性エラストマー等の摩擦係数の高い材料により形成
されている。
【００１９】
　次に、上記のように構成されたサンダル１０について作用を説明する。
　さて、図７に示すように、サンダル１０を履く場合には、足指２５の親指と人差し指の
間に鼻緒１６を挟み込むとともに、甲保持部１７が足の甲に当たるようにする。サンダル
１０を着用した状態では、サンダル１０の重心が前部側にあることから、着用者には前部
下方への負荷が作用する。従って、着用者は、図９に示すようなつま先立ちに近い状態に
なる。しかも、本体１１の下面が、前後方向の第１曲面１２ａ及び左右方向の第２曲面１
２ｂによって全体として略球面状に形成されていることから、球面の頂点部において狭い
面積の接触状態にある。このため、サンダル着用者は、前後方向及び左右方向と、前後方
向及び左右方向の合成方向とにおいて上下にバランスをとる必要がある。しかも、着用状
態で、足２６は足指２５側が低い位置、踵２７側が高い位置にあることから、体重の多く
を足指２５側で支えることになる。従って、静止状態であっても、静止状態でなくてもふ
くらはぎの筋肉や太ももの筋肉だけでなく、下肢全体には強い負荷が働いて強く刺激され
、それらの筋肉が引き締められる。
【００２０】
　次いで、図８～図１０に示すように、サンダル１０を着用した状態で歩行すると、本体
１１と床面２４との接地位置ｐが前後方向に連続移動することにより、体重移動を滑らか
に行うことができる。従って、下肢に大きな負荷が作用する反面、安定した歩行を行なう
ことができる。また、本体１１と床面２４とが接地位置ｐにおいて狭い面積で接触するた
め、その接地位置ｐを中心に回転することにより、方向転換を容易に行なうことができる
。
【００２１】
　従って、この実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）この実施形態のサンダル１０は、その重心が前部側にあるため、着用状態では、
着用者の重心が前方側に移動して、着用者は前傾姿勢に誘導される。着用者はこれに抗す
るために、言い換えれば踏ん張るためにつま先立ちに近い状態になる。従って、着用者は
起立しているだけであっても、あるいはつま先を上下に動かすだけであっても、ふくらは
ぎや太股等に強い負荷がかかり、有効なエクササイズ効果を得て、筋力アップや脂肪燃焼
が促進され、健康的な美脚を実現できる。加えて、本体１１の後部において着用者の踵が
支えられるため、着用者は安定した状態で、起立や歩行を行なうことができる。このとき
、横から見て、耳、肩、股関節、足の中心が一直線になるように意識すれば、体全体の姿
勢の矯正に有効な効果がある。
【００２２】
　（２）この実施形態のサンダル１０は、甲保持部１７を有する本体１１の底面が前後方
向及び左右方向において凸曲面形状に形成されている。このため、サンダル１０を履いた
状態において、前後方向、左右方向及びその合成方向（斜め方向）にサンダル１０が傾動
されようとする。従って、着用者はやはり踏ん張ることになり、バランストレーニングが
自然に行なわれるとともに、ふくらはぎ，太股等に対して筋力アップや脂肪燃焼が促進さ
れる作用が付与され、有効なエクササイズ効果を与えることができて、前記のように健康
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的な美脚を実現できる。
【００２３】
　（３）また、足の指で鼻緒１６を掴むため、サンダル１０を安定状態で履いて起立した
り、歩行したりすることができるとともに、足首等に対してさらに有効なエクササイズ効
果を与えることができる。
【００２４】
　（４）甲保持部１７を足２６の甲２８に当てることができるため、サンダル１０が脱げ
にくくなり、歩行動作等を安定に行うことができる。
　（５）本体１１の後部に凹部１５が形成されているため、本体１１の重心がウェイト等
を用いることなく、自然に本体１１の前部側に設定できる。従って、前記のように着用者
は前下がりの姿勢で重量バランスが得られるようになっている。このため、着用者の体重
が自身の足指２５全体で支えられて、背筋が伸びる正しい姿勢をとることができる。しか
も、この状態では、着用者は、つま先立ちの姿勢に近くなるため、ふくらはぎの筋肉や太
ももの筋肉が鍛えられる。加えて、着用者の踵が踵載せ部１４によって支持されるため、
つま先立ちに近い姿勢であっても、安定して起立したり、歩行したりすることができる。
【００２５】
　（６）体重が本体前部１２の狭い面積の接地位置ｐで支えられるため、この接地位置ｐ
を中心とした円滑な回転動作を得ることができ、方向転換等に好都合である。
　（７）前記本体１１は、硬質樹脂で形成された骨格部１９に軟質樹脂で形成された外被
部２０が被覆されて形成されている。このため、サンダル１０の強度や剛性を保持しつつ
、サンダル１０を履いたときにおける足裏の感触を向上させることができる。
【００２６】
　（８）前記本体前部１２の底面１２Ａには滑り止め部２２が設けられている。従って、
サンダル１０を履いて安定した状態で起立や歩行をすることができるとともに、床面２４
の傷付きを抑えることができる。
【００２７】
　（９）前記本体前部１２と本体後部１３との間には、足裏の土踏まずを押圧する突部２
１が設けられている。このため、サンダル１０を履いたときに足裏を安定した状態で支持
することができるとともに、土踏まずを刺激することによって健康を増進することができ
る。
【００２８】
　（第２実施形態）
　次に、サンダルの第２実施形態を図１１～図１５に基づいて第１実施形態と異なる部分
を中心に説明する。
【００２９】
　この実施形態のサンダル１０は、左右対称形状であって、左右のどちらの足にも使用で
きる。
　また、この実施形態においては、図１１及び図１２に示すように、鼻緒１６が省略され
るとともに、甲保持部１７は、本体前部１２から足の甲の上面側に向けて立ち上がる一対
の保持片１７ａによって構成されている。そして、図１１及び図１３に示すように、保持
片１７ａの先端間に幅が狭く厚さが薄い連結部１７ｃが一体に形成されている。このため
、連結部１７ｃは甲保持部１７の動きをあまり拘束しない。
【００３０】
　また、この実施形態では、図１３に示すように、ＥＶＡよりなる本体１１の外周面全体
に滑り止めのための浅い凹凸（図示しない）形成されている。そして本体１１が全体の骨
格を構成し、その本体１１の上面の凹部２０１内に底敷き２０２が着脱可能に嵌合されて
いる。底敷き２０２の上面には滑り止めのための敷き布２９が貼着されている。底敷き２
０２の前後方向の中央部の上面両側部には凸部２０３が形成されている。
【００３１】
　サンダル１０の本体１１の底面１２Ａの形状は、前記第１実施形態と同様に、前後方向
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において下方に凸曲面となる第１曲面１２ａと、左右方向において下方に凸曲面となる第
２曲面１２ｂとで構成され、その曲率も第１実施形態と同様であって、本体１１の底面１
２Ａは膨らんだ略球面状をなしている。ただし、この実施形態では、本体後部１３の底部
の凹部１５を有していないため、第１曲面１２ａが本体１１の後端まで延長されている。
また、この実施形態においても、サンダル１０の重心が本体前部１２に設定され、サンダ
ル１０の不使用状態において前記本体前部１２側が本体後部１３側より低くなるように、
また、本体１１の上面が正面視で略水平になるようにサンダル１０の重量バランス及び第
１曲面１２ａの曲率が設定されている。従って、サンダル１０を履いた静止状態のときに
体重を本体前部１２側で安定に支えるように構成されている。
【００３２】
　従って、図１４及び図１５に示すように、サンダル１０を履く場合には、足を底敷き２
０２上に乗せて、つま先を甲保持部１７内に入れる。この状態では、第１実施形態と同様
に、サンダル１０の重心が前部側にあることから、着用者は、図１５に示すようなつま先
立ちに近い状態になる。このため、着用者は、バランスをとる必要があり、体重の多くが
足指２５側で支えられる。従って、ふくらはぎや太腿を含む下肢全体には強い負荷が働い
て、それらの筋肉が引き締められる。また、サンダル１０の着用状態における歩行に際し
ては、本体１１と床面２４との接地位置ｐの前後方向への連続移動により、体重移動を滑
らかに行うことができて、安定した歩行を行なうことができるとともに、接地位置ｐを中
心に回転することにより、方向転換を容易に行なうことができる。
【００３３】
　表１は、５０名の女性に対してこの実施形態のサンダル１０を着用させて、その体感結
果をまとめたものである。この場合、表１に示すように、本体１１及びとして４種類の硬
度のものを用意した。４種類の硬度の本体１１に対して底敷き２０２は硬度４０のものが
１種類用いられる。また、各サンダル１０の底面１２Ａの第１曲面１２ａの前後方向の曲
率半径は１２０ｍｍで、第２曲面１２ｂの左右方向の曲率半径は７０ｍｍである。表１か
ら明らかなように、このテストにおいて、体に与える感触を示す体感結果では、硬度５０
、５３，６０，４７，４４の本体１１を有するサンダル１０の順で良い成績が得られた。
また、使いやすさでは、硬度４４，４７，５０．５３，６０の本体１１を有するサンダル
１０の順で良い成績が得られた。前記硬度は、日本工業規格であるＪＩＳ　Ｋ６２５３　
タイプＡのデュロメータで測定される硬度で示されている。
【００３４】
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【表１】

　従って、この実施形態においては、第１実施形態における鼻緒１６及び凹部１５に起因
する効果を除き、第１実施形態の効果に加えて以下の効果がある。
【００３５】
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　（１０）甲保持部１７の動きがあまり拘束されないため、甲保持部１７は足の動きに応
じて柔軟に変形する。このため、このサンダル１０は、履き心地の良いものとなる。
　（１１）本体１１とは別体の底敷き２０２が設けられているため、底敷き２０２を取り
出して洗浄することにより、清潔さを保つことができる。
【００３６】
　（１２）底敷き２０２が緩衝効果を発揮するため、履き心地の良いものとなる。特に、
底敷き２０２の前後方向の中央部の上面両側部に凸部２０３が形成されている。このため
、一側部の凸部２０３は土踏まずに当たるため、快適な履き心地を得ることができるとと
もに、他側部の凸部２０３は足の裏の外側を支えるため、安定した着用状態を得ることが
できる。
【００３７】
　（変更例）
　なお、前記実施形態を次のように変更して具体化することも可能である。
　・図１６に示すように、甲保持部１７の一対の保持片１７ａ間の連結部１７ｃにデザイ
ン上のアクセントとなる黒色等の布製リボン３０が巻き付けてもよい。
【００３８】
　・図１７に示すように、鼻緒１６を省略するとともに、帯状の甲保持部１７を本体前部
１２の左右両側部間に掛け渡してもよい。
　・図１８及び図１９に示すように、鼻緒１６を省略するとともに、甲保持部１７を本体
前部１２の左右両側部から本体前部１２の中央上部に向けて立ち上げられ、弾性を有する
一対の保持片１７ａによって構成してもよい。この場合、両保持片１７ａの先端は間隔を
あけて対向していても、重なっていてもよいが、両保持片１７ａは甲の高さや左右幅に応
じて弾性に抗して拡開されるため、サンダル１０を履いた状態で同サンダル１０を適切に
保持でき、履きやすいものとなる。なお、図１８及び図１９に示す例は、本体１１をＥＶ
Ａ（エチレン酢酸ビニール共重合体樹脂）製の上下２段の芯材１１ａ，１１ｂによって構
成したものである。これらの芯材１１ａ，１１ｂは、相互に接着されたり、熱溶着，超音
波溶着，振動溶着等によって一体化されたりしたものである。また。芯材１１ａ，１１ｂ
を同材質あるいは別材質の表皮材によって一体成形被覆したり、超音波接着被覆したりし
てもよい。さらには、芯材全体を単一の部材で構成してもよい。
【００３９】
　・同じく図１９に示すように、本体１１の上面全体を緩やかに凹む形状にして、足を足
裏側から包み込むようにしてもよい。
　・図１に２点鎖線で示すように、甲保持部１７の両側と本体前部１２との間に連結部１
７１，１７２を設けた構成でもよい。この場合、鼻緒１６は不要になる。
【００４０】
　・鼻緒１６を設けた構成において、図１に２点鎖線で示す内側の連結部１７１を設けた
構成でもよい（外側の連結部１７２は設けない）。
　・図１及び図２に２点鎖線で示すように、本体後部１３に、着用者の踵に掛けられるル
ープ１３ａを設けてもよい。このようにすれば、着用状態が安定し、特に歩行時に安定状
態を得ることができる。
【００４１】
　・前記本体前部１２の底面１２Ａの滑り止め部２２を、前記第１実施形態のように別部
材で構成することなく、凹凸部で構成したり、滑り止め剤を塗布して構成したりしてもよ
い。
【００４２】
　・図１に２点鎖線の外形線で示すように、本体後部１３の底部側の凹部１５を省略して
もよい。
　・前記本体前部１２の底面１２Ａの滑り止め部２２を省略してもよい。
【００４３】
　・本体１１の上面の適当な位置に、足裏のツボを刺激する突起を設けてもよい。



(10) JP 2015-51256 A 2015.3.19

【符号の説明】
【００４４】
　１０…サンダル、１１…本体、１２…本体前部、１２Ａ…底面、１２ａ…第１曲面、１
２ｂ…第２曲面、１３…本体後部、１５…凹部、１６…鼻緒、１７…甲保持部、１９…骨
格部、２０…外被部、２１…突部、２２…滑り止め部、２６…足。
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